
職
場
に
お
け
る
受
動
喫
煙
防
止
対
策
が

強
化 

 

２
０
１
８
年
７
月
、
「
健
康
増
進
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
可
決
・
成
立

し
ま
し
た
。
こ
の
健
康
増
進
法
の
改
正
に

よ
り
、
公
共
施
設
や
多
数
の
者
が
利
用
す

る
施
設
な
ど
で
の
受
動
喫
煙
防
止
対
策

が
強
化
さ
れ
、
全
面
施
行
と
な
る
２
０
２

０
年
４
月
１
日
以
降
は
、
義
務
違
反
者
に

は
５
０
万
円
以
下
の
過
料
が
科
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
（
第
一
種
施
設
の
み
、

２
０
１
９
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
）。 

法
律
で
は
、
施
設
を
３
種
類
に
区
分
し
、

そ
の
区
分
ご
と
に
規
制
内
容
を
定
め
て

い
ま
す
。
【
表
１
】 

ま
ず
、
学
校
や
病
院
、
行
政
機
関
の
庁

舎
は
、
法
律
上
「
第
一
種
施
設
」
と
呼
ば

れ
、
敷
地
内
禁
煙
と
な
り
ま
す
。 

こ
れ
に
よ
り
、
屋
内
は
完
全
禁
煙
、
屋

外
の
敷
地
内
は
法
律
で
定
め
る
要
件
を

満
た
す
喫
煙
場
所
に
お
い
て
の
み
喫
煙

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

そ
し
て
、
第
一
種
施
設
に
も
次
に
説
明

す
る
喫
煙
目
的
施
設
に
も
該
当
し
な
い

多
数
の
者
が
利
用
す
る
施
設
の
ほ
と
ん

ど
は
「
第
二
種
施
設
」
と
な
り
ま
す
。
事

業
所
や
飲
食
店
な
ど
は
こ
の
第
二
種
施

設
に
な
り
ま
す
。
第
二
種
施
設
で
は
、
法

律
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
喫
煙
専
用

室
で
の
み
喫
煙
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
他
屋

内
は
全
て
禁
煙
と
な
り
ま
す
。
第
二
種
施

設
に
お
い
て
は
、
屋
外
の
敷
地
内
に
つ
い

て
は
規
制
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

な
お
、
た
ば
こ
販
売
店
や
シ
ガ
ー
バ
ー

な
ど
の
喫
煙
を
主
目
的
と
す
る
施
設
は
、

「
喫
煙
目
的
施
設
」
と
呼
ば
れ
、
第
一
種

施
設
・
第
二
種
施
設
と
は
別
類
型
の
取
扱

い
と
な
っ
て
い
ま
す
。
喫
煙
目
的
施
設
で

は
、
法
律
で
定
め
る
要
件
を
満
た
せ
ば
、

屋
内
の
全
部
又
は
一
部
（
喫
煙
目
的
室
）

で
飲
食
等
を
し
な
が
ら
の
喫
煙
が
認
め

ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

喫
煙
室
の
設
置
に
当
た
っ
て
は
様
々
な

義
務
が
発
生
。
罰
則
も 

  

改
正
健
康
増
進
法
で
は
、
多
数
の
者
が

利
用
す
る
施
設
は
屋
内
禁
煙
が
原
則
と

な
り
ま
す
。
そ
の
上
で
、
法
律
で
定
め
る

要
件
を
満
た
す
喫
煙
室
（
喫
煙
専
用
室
や

喫
煙
目
的
室
）
を
設
け
れ
ば
、
そ
の
範
囲

で
の
み
、
喫
煙
を
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

り
ま
す
。 

喫
煙
室
を
設
置
す
る
際
に
は
、
施
設
等

の
管
理
権
原
者
等
（
施
設
の
管
理
に
つ
い

て
権
原
を
有
す
る
者
及
び
施
設
の
管
理

者
の
こ
と
）
に
は
、
様
々
な
義
務
が
発
生

し
ま
す
。
例
え
ば
、
「
喫
煙
室
を
設
置
す

る
際
に
は
、
喫
煙
室
と
施
設
の
出
入
口
に

そ
の
旨
を
示
す
標
識
を
掲
示
す
る
こ
と
」

や
「
当
該
喫
煙
室
が
た
ば
こ
の
煙
の
流
出

を
防
止
す
る
た
め
に
法
律
で
定
め
る
要

件
を
満
た
す
よ
う
に
維
持
す
る
こ
と
」
な

ど
で
す
。
こ
れ
ら
に
違
反
す
る
と
、
自
治

体
か
ら
の
指
導
・
助
言
や
勧
告
の
対
象
と

な
り
、
指
示
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
、
５

０
万
円
以
下
の
過
料
が
科
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
二
十
歳
未
満
の
者

を
喫
煙
室
に
入
れ
た
場
合
も
、
自
治
体
か

ら
の
指
導
・
助
言
の
対
象
と
な
り
ま
す
。 

 加
熱
式
た
ば
こ
・
飲
食
店
に
お
け
る
経
過

措
置 

  

加
熱
式
た
ば
こ
に
つ
い
て
は
、
健
康
影

響
が
科
学
的
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な

い
た
め
、
経
過
措
置
と
し
て
、
喫
煙
専
用

室
の
か
わ
り
に
指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙

室
を
設
置
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
客
席
面
積
１
０
０
㎡
以
下

の
個
人
又
は
中
小
企
業
が
経
営
す
る
飲

食
店
（
既
存
の
飲
食
店
に
限
る
）
で
は
、

喫
煙
専
用
室
の
か
わ
り
に
喫
煙
可
能
室

を
設
置
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
。 

 

指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
、
喫
煙
可
能

室
の
ど
ち
ら
も
、
室
内
で
の
飲
食
等
が
認

め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

喫
煙
室
は
法
律
で
定
め
る
要
件
を
満
た

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

  

喫
煙
室
を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

喫
煙
室
が
国
が
定
め
る
技
術
的
基
準
を

満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

【
表
２
】
設
置
の
際
に
は
、
喫
煙
室
の
仕

様
を
よ
く
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
国
で
実

施
し
て
い
る
費
用
助
成
を
活
用
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
国
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

【表１】施設区分と規制内容 

第一種施設 

学校、病院、行政機

関の庁舎など 

敷地内禁煙 
※ ただし、特定屋外喫煙場所（法律や政省

令で要件を規定）を屋外に設置可  

第二種施設 

事業所、飲食店など 

原則屋内禁煙 
※ ただし、屋内の一部に喫煙専用室（法律

や政省令で要件を規定）を設置可 

喫煙目的施設 

たばこの販売店や

シガーバーなど 

原則屋内禁煙 
※ ただし、屋内の全部又は一部に喫煙目的

室（法律や政省令で要件を規定）を設置可 

※ 旅客運送事業自動車、航空機、鉄道、船舶については上記とは別区分となる 

受動喫煙をとりまく環境が変わります 

２０２０年４月１日から全面施行される改正健康増進法をご紹介します！ 

【表２】喫煙室（喫煙専用室等）の技術的基準 

○ 出入口における室外から室内への風速が０．２ｍ／秒以上であること 

○ 壁、天井等によって区画されていること 

○ たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること 

※ 施設内が複数階に分かれている場合においては、フロア分煙が可能 

※ 経過措置のある飲食店において、店舗内の全部の場所を喫煙可とする場合

は、たばこの煙が流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること 

※ 施行時点で既に存在している建築物等であって、施設等の管理権原者の責め

に帰することができない事由によって上記基準を満たすことが困難な場合は、

一定の経過措置を設ける 

 


